
議案第８号  

 

児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家 

庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令等の施行に伴 

う関係条例の整理に関する条例制定について  

 

児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内

閣府令の整備等に関する内閣府令等の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例を別紙のとおり制定するものとする。  

 

 

　　令和８年３月３日提出  

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　阪南市長　上　甲　　　誠  

 

 

提案理由  

児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内

閣府令の整備等に関する内閣府令等の施行に伴う措置
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児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家 

庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令等の施行に伴 

う関係条例の整理に関する条例 

 

（阪南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め 

る条例の一部改正） 

第１条　阪南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成２６年阪南市条例第１４号）の一部を次のように改

正する。 

第１０条第３項第１号中「又は国家戦略特別区域法（平成２５年法

律第１０７号）第１２条の５第２項に規定する国家戦略特別区域限定

保育士」を「（大阪府の区域に係る法第１８条の２９に規定する地域

限定保育士及び大阪府の区域に係る児童福祉法等の一部を改正する法

律（令和７年法律第２９号）附則第１５条第１項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされる同法附則第１２条の規定による改正前の

国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号）第１２条の５第２

項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。）」に改める。 

第１２条中「法第３３条の１０各号」を「法第３３条の１０第１項

各号」に改める。 

（阪南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

の一部改正） 

第２条　阪南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２６年阪南市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第１２条中「法第３３条の１０各号」を「法第３３条の１０第１項

各号」に改める。 

第１３条を次のように改める。 

（児童対象性暴力等の防止） 

第１３条　家庭的保育事業者等は、法第３４条の１６第４項において
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準用する法第２１条の５の１８第４項の規定に基づき、児童対象性

暴力等（学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性

暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第６９号）

第２条第２項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条にお

いて同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に利

用乳幼児を適切に保護するため、児童等対象業務従事者（利用乳幼

児と接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性の

ある環境の下で当該利用乳幼児に接するものをいう。）に係る犯罪

事実確認（同法第４条第１項に規定する犯罪事実確認をいう。）そ

の他の必要な措置を講じなければならない。 

第１７条第２項を次のように改める。 

２　家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄

に掲げる健康診断又は健康診査（母子保健法（昭和４０年法律第１

４１号）第１２条又は第１３条に規定する健康診査をいう。同表に

おいて同じ。）（以下この項において「健康診断等」という。）が

行われた場合であって、当該健康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲

げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄

に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場

合において、家庭的保育事業者等は、それぞれ同表の左欄に掲げる

健康診断等の結果を把握しなければならない。 

　第２３条第２項中「保育士（特区法第１２条の５第２項に規定する

国家戦略特別区域限定保育士を含む。）」を「保育士（大阪府の区域

 児童相談所等における乳児又は

幼児（以下「乳幼児」という。）

の利用開始前の健康診断 

利用乳幼児に対する利用開始時

の健康診断

 乳幼児に対する健康診査 利用乳幼児に対する利用開始時

の健康診断、定期の健康診断又

は臨時の健康診断
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に係る法第１８条の２９に規定する地域限定保育士（以下「地域限定

保育士」という。）及び大阪府の区域に係る児童福祉法等の一部を改

正する法律（令和７年法律第２９号）附則第１５条第１項の規定によ

りなおその効力を有するものとされる同法附則第１２条の規定による

改正前の特区法第１２条の５第２項に規定する国家戦略特別区域限定

保育士（以下「国家戦略特別区域限定保育士」という。）を含む。）」

に改める。 

第２９条第１項中「特区法第１２条の５第２項に規定する国家戦略

特別区域限定保育士」を「地域限定保育士及び国家戦略特別区域限定

保育士」に改める。 

附則第１０項中「を受けた者」の次に「、地域限定保育士又は国家

戦略特別区域限定保育士」を加える。 

（阪南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

基準を定める条例の一部改正） 

第３条　阪南市阪南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例（平成２６年阪南市条例第１６号）の一

部を次のように改正する。 

　　第１５条第１項第１号中「以下この号及び次号において「認定こど

も園法」という」を「以下「認定こども園法」という」に改める。 

第２５条中「児童福祉法第３３条の１０各号」を「児童福祉法第３

３条の１０第１項各号（幼保連携型認定こども園である特定教育・保

育施設の職員にあっては、認定こども園法第２７条の２第１項各号、

幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては、学校教育法第２

８条第２項において準用する認定こども園法第２７条の２第１項各

号）」に改める。 

（阪南市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条 

例の一部改正） 

第４条　阪南市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め
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る条例（令和７年阪南市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第９条の見出し、第１０条の見出し及び同条第１項中「乳児等通園

支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改める。 

第１３条中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」

に、「法第３３条の１０各号」を「法第３３条の１０第１項各号」に

改め、同条の次に次の１条を加える。 

（児童対象性暴力等の防止） 

第１３条の２　乳児等通園支援事業者は、法第３４条の１６第４項に

おいて準用する法第２１条の５の１８第４項の規定に基づき、児童

対象性暴力等（学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童

対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第

６９号）第２条第２項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下こ

の条において同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた

場合に利用乳幼児を適切に保護するため、児童等対象業務従事者（利

用乳幼児と接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉

鎖性のある環境の下で当該利用乳幼児に接するものをいう。）に係

る犯罪事実確認（同法第４条第１項に規定する犯罪事実確認をいう。）

その他の必要な措置を講じなければならない。 

第１６条第６号中「乳児及び幼児の区分ごとの」を削る。 

第１８条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事

業所」に改める。 

第２０条第３項中「係る利用定員」の次に「（子ども・子育て支援

法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項又は第２９条第１項の

確認において定める利用定員をいう。）」を加える。 

第２２条第１項中「保育士（国家戦略特別区域法（平成２５年法律

第１０７号）第１２条の５第２項に規定する国家戦略特別区域限定保

育士を含む。」を「保育士（大阪府の区域に係る法第１８条の２９に

規定する地域限定保育士及び大阪府の区域に係る児童福祉法等の一部
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を改正する法律（令和７年法律第２９号）附則第１５条第１項の規定

によりなおその効力を有するものとされる同法附則第１２条の規定に

よる改正前の国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号）第１

２条の５第２項に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む。」に

改め、同条の次に次の１条を加える。 

（設備及び職員の基準の特例） 

第２２条の２　子ども・子育て支援法第３０条第１項第４号に規定す　

る特例保育を行う事業者が、当該特例保育を行う事業所において一

般型乳児等通園支援事業を行う場合には、前２条の規定は適用しな

い。 

第２６条後段を削る。 

第２７条中「その職員」を「その乳児等通園支援事業所の職員」に

改める。 

 

附　則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

(1)　第４条（阪南市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例第１３条の改正規定（「法第３３条の１０各号」を「法

第３３条の１０第１項各号」に改める部分に限る。）、同条の次に

１条を加える改正規定及び法第２２条第１項の改正規定を除く。）

の規定　令和８年４月１日 

(2)　第２条中阪南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例第１３条の改正規定及び第４条中阪南市乳児等通園支

援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第１３条の次に１

条を加える改正規定　令和８年１２月２５日 
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阪南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表（第１条関

係） 

 

 

 
改　　正　　後 改　　正　　前

 
（職員） （職員）

 
第１０条　　　略 第１０条　　　略

 
２　　　略 ２　　　略

 
３　放課後児童支援員は、次の各号のいずれ

かに該当する者であって、都道府県知事又

は地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第

２５２条の１９第１項の指定都市若しくは

同法第２５２条の２２第１項の中核市の長

が行う研修を修了したものでなければなら

ない。

３　放課後児童支援員は、次の各号のいずれ

かに該当する者であって、都道府県知事又

は地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第

２５２条の１９第１項の指定都市若しくは

同法第２５２条の２２第１項の中核市の長

が行う研修を修了したものでなければなら

ない。
 (1)　保育士（大阪府の区域に係る法第１８

条の２９に規定する地域限定保育士及び

大阪府の区域に係る児童福祉法等の一部

を改正する法律（令和７年法律第２９号）

附則第１５条第１項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされる同法附則第

１２条の規定による改正前の国家戦略特

別区域法（平成２５年法律第１０７号）

第１２条の５第２項に規定する国家戦略

特別区域限定保育士を含む。）の資格を

有する者

(1)　保育士又は国家戦略特別区域法（平成

２５年法律第１０７号）第１２条の５第

２項に規定する国家戦略特別区域限定保

育士の資格を有する者

 (2)～(10)　　　略 (2)～(10)　　　略
 

４及び５　　　略 ４及び５　　　略
 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止）
 

第１２条　放課後児童健全育成事業者の職員

は、利用者に対し、法第３３条の１０第１

項各号に掲げる行為その他当該利用者の心

身に有害な影響を与える行為をしてはなら

ない。

第１２条　放課後児童健全育成事業者の職員

は、利用者に対し、法第３３条の１０各号

に掲げる行為その他当該利用者の心身に有

害な影響を与える行為をしてはならない。
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阪南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表（第２条関係） 
 

改　　正　　後 改　　正　　前

 
（虐待等の禁止） （虐待等の禁止）

 
第１２条　家庭的保育事業者等の職員は、利

用乳幼児に対し、法第３３条の１０第１項

各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の

心身に有害な影響を与える行為をしてはな

らない。

第１２条　家庭的保育事業者等の職員は、利

用乳幼児に対し、法第３３条の１０各号に

掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に

有害な影響を与える行為をしてはならな

い。
 

（児童対象性暴力等の防止）
 

第１３条　家庭的保育事業者等は、法第３４

条の１６第４項において準用する法第２１

条の５の１８第４項の規定に基づき、児童

対象性暴力等（学校設置者等及び民間教育

保育等事業者による児童対象性暴力等の防

止等のための措置に関する法律（令和６年

法律第６９号）第２条第２項に規定する児

童対象性暴力等をいう。以下この条におい

て同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力

等が行われた場合に利用乳幼児を適切に保

護するため、児童等対象業務従事者（利用

乳幼児と接する業務に従事する者のうち、

支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下

で当該利用乳幼児に接するものをいう。）

に係る犯罪事実確認（同法第４条第１項に

規定する犯罪事実確認をいう。）その他の

必要な措置を講じなければならない。

第１３条　削除

 
（利用乳幼児及び職員の健康診断） （利用乳幼児及び職員の健康診断）

 
第１７条　　　略 第１７条　　　略

 
２　家庭的保育事業者等は、前項の規定にか

かわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断

又は健康診査（母子保健法（昭和４０年法

律第１４１号）第１２条又は第１３条に規

定する健康診査をいう。同表において同

じ。）（以下この項において「健康診断等」

という。）が行われた場合であって、当該

健康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる

健康診断の全部又は一部に相当すると認め

２　家庭的保育事業者等は、前項の規定にか

かわらず、児童相談所等における乳児又は

幼児（以下「乳幼児」という。）の利用開

始前の健康診断が行われた場合であって、

当該健康診断が利用乳幼児に対する利用開

始時の健康診断の全部又は一部に相当する

と認められるときは、利用開始時の健康診

断の全部又は一部を行わないことができ

る。この場合において、家庭的保育事業者
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られるときは、同欄に掲げる健康診断の全

部又は一部を行わないことができる。この

場合において、家庭的保育事業者等は、そ

れぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等の結

果を把握しなければならない。 

等は、児童相談所等における乳幼児の利用

開始前の健康診断の結果を把握しなければ

ならない。

 
３及び４　　　略 ３及び４　　　略

 
（職員） （職員）

 
第２３条　　　略 第２３条　　　略

 
２　家庭的保育者（法第６条の３第９項第１

号に規定する家庭的保育者をいう。以下同

じ。）は、市長が行う研修（市長が指定す

る都道府県知事その他の機関が行う研修を

含む。以下同じ。）を修了した保育士（大

阪府の区域に係る法第１８条の２９に規定

する地域限定保育士（以下「地域限定保育

士」という。）及び大阪府の区域に係る児

童福祉法等の一部を改正する法律（令和７

年法律第２９号）附則第１５条第１項の規

定によりなおその効力を有するものとされ

る同法附則第１２条の規定による改正前の

特区法第１２条の５第２項に規定する国家

戦略特別区域限定保育士（以下「国家戦略

特別区域限定保育士」という。）を含む。）

又は保育士と同等以上の知識及び経験を有

すると市長が認める者であって、次の各号

のいずれにも該当するものとする。

２　家庭的保育者（法第６条の３第９項第１

号に規定する家庭的保育者をいう。以下同

じ。）は、市長が行う研修（市長が指定す

る都道府県知事その他の機関が行う研修を

含む。以下同じ。）を修了した保育士（特

区法第１２条の５第２項に規定する国家戦

略特別区域限定保育士を含む。）又は保育

士と同等以上の知識及び経験を有すると市

長が認める者であって、次の各号のいずれ

にも該当するものとする。

 (1)及び(2)　　　略 (1)及び(2)　　　略
 

３　　　略 ３　　　略

 児童相談所等に

おける乳児又は

幼児（以下「乳幼

児」という。）の

利用開始前の健

康診断

利用乳幼児に対す

る利用開始時の健

康診断

 乳幼児に対する

健康診査

利用乳幼児に対す

る利用開始時の健

康診断、定期の健康

診断又は臨時の健

康診断
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（職員） （職員）

 
第２９条　小規模保育事業所Ａ型には、保育

士（地域限定保育士及び国家戦略特別区域

限定保育士を含む。以下同じ。）、嘱託医

及び調理員を置かなければならない。ただ

し、調理業務の全部を委託する小規模保育

事業所Ａ型又は第１６条第１項の規定によ

り搬入施設から食事を搬入する小規模保育

事業所Ａ型にあっては、調理員を置かない

ことができる。

第２９条　小規模保育事業所Ａ型には、保育

士（特区法第１２条の５第２項に規定する

国家戦略特別区域限定保育士を含む。以下

同じ。）、嘱託医及び調理員を置かなけれ

ばならない。ただし、調理業務の全部を委

託する小規模保育事業所Ａ型又は第１６条

第１項の規定により搬入施設から食事を搬

入する小規模保育事業所Ａ型にあっては、

調理員を置かないことができる。
 

２及び３　　　略 ２及び３　　　略
 

　　　附　則 　　　附　則
 

１～９　　　略 １～９　　　略
 

１０　前２項の規定を適用するときは、保育

士（法第１８条の１８第１項の登録を受け

た者、地域限定保育士又は国家戦略特別区

域限定保育士をいい、第２９条第３項若し

くは第４４条第３項又は前２項の規定によ

り保育士とみなされる者を除く。）を、保

育士の数（前２項の規定の適用がないとし

た場合の第２９条第２項又は第４４条第２

項に算定されるものをいう。）の３分の２

以上、置かなければならない。

１０　前２項の規定を適用するときは、保育

士（法第１８条の１８第１項の登録を受け

た者をいい、第２９条第３項若しくは第４

４条第３項又は前２項の規定により保育士

とみなされる者を除く。）を、保育士の数

（前２項の規定の適用がないとした場合の

第２９条第２項又は第４４条第２項に算定

されるものをいう。）の３分の２以上、置

かなければならない。
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阪南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例新旧対照表 

（第３条関係） 
 

改　　正　　後 改　　正　　前

 
（特定教育・保育の取扱方針） （特定教育・保育の取扱方針）

 
第１５条　特定教育・保育施設は、次の各号

に掲げる施設の区分に応じて、当該各号に

定めるものに基づき、小学校就学前子ども

の心身の状況等に応じて、特定教育・保育

の提供を適切に行わなければならない。

第１５条　特定教育・保育施設は、次の各号

に掲げる施設の区分に応じて、当該各号に

定めるものに基づき、小学校就学前子ども

の心身の状況等に応じて、特定教育・保育

の提供を適切に行わなければならない。
 (1)　幼保連携型認定こども園（就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律（平成１８年法律

第７７号。以下「認定こども園法」とい

う。）第２条第７項に規定する幼保連携

型認定こども園をいう。以下同じ。）　幼

保連携型認定こども園教育・保育要領（認

定こども園法第１０条第１項の規定に基

づき主務大臣が定める幼保連携型認定こ

ども園の教育課程その他の教育及び保育

の内容に関する事項をいう。次項におい

て同じ。）

(1)　幼保連携型認定こども園（就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律（平成１８年法律

第７７号。以下この号及び次号において

「認定こども園法」という。）第２条第

７項に規定する幼保連携型認定こども園

をいう。以下同じ。）　幼保連携型認定

こども園教育・保育要領（認定こども園

法第１０条第１項の規定に基づき主務大

臣が定める幼保連携型認定こども園の教

育課程その他の教育及び保育の内容に関

する事項をいう。次項において同じ。）
 (2)～(4)　　　略 (2)～(4)　　　略
 

２　　　略 ２　　　略
 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止）
 

第２５条　特定教育・保育施設の職員は、教

育・保育給付認定子どもに対し、児童福祉

法第３３条の１０第１項各号（幼保連携型

認定こども園である特定教育・保育施設の

職員にあっては、認定こども園法第２７条

の２第１項各号、幼稚園である特定教育・

保育施設の職員にあっては、学校教育法第

２８条第２項において準用する認定こども

園法第２７条の２第１項各号）に掲げる行

為その他当該教育・保育給付認定子どもの

心身に有害な影響を与える行為をしてはな

らない。

第２５条　特定教育・保育施設の職員は、教

育・保育給付認定子どもに対し、児童福祉

法第３３条の１０各号に掲げる行為その他

当該教育・保育給付認定子どもの心身に有

害な影響を与える行為をしてはならない。
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阪南市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表（第４条関係） 
 

改　　正　　後 改　　正　　前

 
（乳児等通園支援事業所の職員の一般的要

件）

（乳児等通園支援事業者の職員の一般的要

件）
 

第９条　　　略 第９条　　　略
 

（乳児等通園支援事業所の職員の知識及び

技能の向上等）

（乳児等通園支援事業者の職員の知識及び

技能の向上等）
 

第１０条　乳児等通園支援事業所の職員は、

常に自己研鑽に励み、法に定める事業の目

的を達成するために必要な知識及び技能の

修得、維持及び向上に努めなければならな

い。

第１０条　乳児等通園支援事業者の職員は、

常に自己研鑽に励み、法に定める事業の目

的を達成するために必要な知識及び技能の

修得、維持及び向上に努めなければならな

い。
 

２　　　略 ２　　　略
 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止）
 

第１３条　乳児等通園支援事業所の職員は、

利用乳幼児に対し、法第３３条の１０第１

項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児

の心身に有害な影響を与える行為をしては

ならない。

第１３条　乳児等通園支援事業者の職員は、

利用乳幼児に対し、法第３３条の１０各号

に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身

に有害な影響を与える行為をしてはならな

い。
 

（児童対象性暴力等の防止）
 

第１３条の２　乳児等通園支援事業者は、法

第３４条の１６第４項において準用する法

第２１条の５の１８第４項の規定に基づ

き、児童対象性暴力等（学校設置者等及び

民間教育保育等事業者による児童対象性暴

力等の防止等のための措置に関する法律

（令和６年法律第６９号）第２条第２項に

規定する児童対象性暴力等をいう。以下こ

の条において同じ。）を防止し、及び児童

対象性暴力等が行われた場合に利用乳幼児

を適切に保護するため、児童等対象業務従

事者（利用乳幼児と接する業務に従事する

者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のあ

る環境の下で当該利用乳幼児に接するもの

をいう。）に係る犯罪事実確認（同法第４

条第１項に規定する犯罪事実確認をいう。）

その他の必要な措置を講じなければならな
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い。

 
（乳児等通園支援事業所内部の規程） （乳児等通園支援事業所内部の規程）

 
第１６条　乳児等通園支援事業者は、次に掲

げる乳児等通園支援事業の運営についての

重要事項に関する規程を定めておかなけれ

ばならない。

第１６条　乳児等通園支援事業者は、次に掲

げる乳児等通園支援事業の運営についての

重要事項に関する規程を定めておかなけれ

ばならない。
 (1)～(5)　　　略 (1)～(5)　　　略
 (6)　利用定員 (6)　乳児及び幼児の区分ごとの利用定員
 (7)～(11)　　　略 (7)～(11)　　　略
 

（秘密保持等） （秘密保持等）
 

第１８条　乳児等通園支援事業所の職員は、

正当な理由がなく、その業務上知り得た利

用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしては

ならない。

第１８条　乳児等通園支援事業者の職員は、

正当な理由がなく、その業務上知り得た利

用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしては

ならない。
 

２　　　略 ２　　　略
 

（乳児等通園支援事業の区分） （乳児等通園支援事業の区分）
 

第２０条　　　略 第２０条　　　略
 

２　　　略 ２　　　略
 

３　余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保

育所、認定こども園（就学前の子どもに関

する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律（平成１８年法律第７７号。以

下「認定こども園法」という。）第２条第

６項に規定する認定こども園をいい、保育

所であるものを除く。以下同じ。）又は家

庭的保育事業等を行う事業所において、当

該施設又は事業を利用する児童の数（以下

この項において「利用児童数」という。）

がその施設又は事業に係る利用定員（子ど

も・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号）第２７条第１項又は第２９条第１項の

確認において定める利用定員をいう。）の

総数に満たない場合であって、当該利用定

員の総数から当該利用児童数を除いた数以

下の数の乳幼児を対象として行う乳児等通

園支援事業をいう。

３　余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保

育所、認定こども園（就学前の子どもに関

する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律（平成１８年法律第７７号。以

下「認定こども園法」という。）第２条第

６項に規定する認定こども園をいい、保育

所であるものを除く。以下同じ。）又は家

庭的保育事業等を行う事業所において、当

該施設又は事業を利用する児童の数（以下

この項において「利用児童数」という。）

がその施設又は事業に係る利用定員の総数

に満たない場合であって、当該利用定員の

総数から当該利用児童数を除いた数以下の

数の乳幼児を対象として行う乳児等通園支

援事業をいう。

 
（職員） （職員）

14-　-



 
第２２条　一般型乳児等通園支援事業所に

は、保育士（大阪府の区域に係る法第１８

条の２９に規定する地域限定保育士及び大

阪府の区域に係る児童福祉法等の一部を改

正する法律（令和７年法律第２９号）附則

第１５条第１項の規定によりなおその効力

を有するものとされる同法附則第１２条の

規定による改正前の国家戦略特別区域法

（平成２５年法律第１０７号）第１２条の

５第２項に規定する国家戦略特別区域限定

保育士を含む。以下同じ。）その他乳児等

通園支援に従事する職員として市長が行う

研修（市長が指定する都道府県知事その他

の機関が行う研修を含む。）を修了した者

（以下「乳児等通園支援従事者」という。）

を置かなければならない。

第２２条　一般型乳児等通園支援事業所に

は、保育士（国家戦略特別区域法（平成２

５年法律第１０７号）第１２条の５第２項

に規定する国家戦略特別区域限定保育士を

含む。以下同じ。）その他乳児等通園支援

に従事する職員として市長が行う研修（市

長が指定する都道府県知事その他の機関が

行う研修を含む。）を修了した者（以下「乳

児等通園支援従事者」という。）を置かな

ければならない。

 
２及び３　　　略 ２及び３　　　略

 
（設備及び職員の基準の特例）

 
第２２条の２　子ども・子育て支援法第３０

条第１項第４号に規定する特例保育を行う

事業者が、当該特例保育を行う事業所にお

いて一般型乳児等通園支援事業を行う場合

には、前２条の規定は適用しない。
 

（準用） （準用）
 

第２６条　第２３条及び第２４条の規定は、

余裕活用型乳児等通園支援事業について準

用する。

第２６条　第２３条及び第２４条の規定は、

余裕活用型乳児等通園支援事業について準

用する。この場合において、第２３条中「一

般型乳児等通園支援事業」とあるのは「余

裕活用型乳児等通園支援事業」と、第２４

条中「一般型乳児等通園支援事業を行う者」

とあるのは「余裕活用型乳児等通園支援事

業を行う者」と読み替えるものとする。
 

（電磁的記録） （電磁的記録）
 

第２７条　乳児等通園支援事業者及びその乳

児等通園支援事業所の職員は、記録、作成

その他これらに類するもののうち、この条

例の規定において書面（書面、書類、文書、

謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、

第２７条　乳児等通園支援事業者及びその職

員は、記録、作成その他これらに類するも

ののうち、この条例の規定において書面（書

面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、

複本その他文字、図形等人の知覚によって
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図形等人の知覚によって認識することがで

きる情報が記載された紙その他の有体物を

いう。以下この条において同じ。）で行う

ことが規定されている又は想定されるもの

については、書面に代えて、当該書面に係

る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。）により行うことができる。

認識することができる情報が記載された紙

その他の有体物をいう。以下この条におい

て同じ。）で行うことが規定されている又

は想定されるものについては、書面に代え

て、当該書面に係る電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記

録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。）により行うこ

とができる。
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